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岩手県地域優良賃貸住宅供給促進事業に関するよくあるご質問 

平成 24 年７月 18 日現在 

岩手県県土整備部建築住宅課 

 

１ 制度全般について                                       

 

Q1-1．地域優良賃貸住宅とは何です

か？ 

 

A1-1．地域優良賃貸住宅（地優賃（ちゆうちん））とは、知事（広域

振興局長）や市長の認定を受けて建設等をされ管理される民間の賃

貸住宅です。平成 19 年度に特定優良賃貸住宅（特優賃）と高齢者

向け優良賃貸住宅（高優賃）とを再編して創設されました。 

高齢者世帯等が安心して入居できるよう、整備する基準が定められ

ています。 

 

Q1-2．地域優良賃貸住宅にするとど

んなメリットがありますか？ 

 

A1-2．地域優良賃貸住宅の基準を満たした計画であると認定される

と、補助金交付を受けることができます。 

 

Q1-3．建設費の 1/5 の補助が出る

と聞きましたが？ 

 

A1-3．岩手県では東日本大震災を受け、通常の地域優良賃貸住宅（通

常地優賃）に加え災害復興型地域優良賃貸住宅（災害地優賃）への

補助を実施します。補助率 1/5 とはこの災害地優賃を「建設」す

る場合ですが、通常地優賃で建設する場合は 1/6、さらに通常地優

賃で 2 階建て以下の場合は 1/9 に下がります。 

この他建設ではなく既存建物を「改良」する場合や、サービス付き

高齢者向け住宅にする場合も補助率は変わります（☞マニュアル等

参照）。 

 

Q1-4．補助金の上限が 200 万円と

いうことですか？ 

A1-4．当事業には災害地優賃と通常地優賃の２種類があって補助率

が異なり、また、建設の場合と改良の場合とで対象工事費と補助率

が変わるため、事業としての最大が 200 万円という訳ではありま

せん。 

補助額 200 万円とは、中心的パターンである災害地優賃の建設の

場合の補助率 1/5 と、補助対象工事費の上限が１戸（戸とは、集

合住宅の中で１世帯が入る１つの区画）当たり 1,000 万円である

ことから導かれる額であり、当事業における目安と想定されるもの

です。災害地優賃でかつサービス付き高齢者向け住宅（☞A2-9 参

照）の場合は補助率 24/100 となり、率としてはこちらの方が高

くなっています。 

 

Q1-5．災害地優賃とは何ですか？ 

 

A1-5．災害地優賃とは東日本大震災の発生を受け、被災者（☞A4-1

参照）の入居を想定し通常地優賃よりも高い補助率を設定したもの

です。整備基準等は通常地優賃と同じです。 
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Q1-6．いつから申請できますか？遡

って申請できますか？ 

 

A1-6．平成 24 年 6 月 20 日付けで要綱等が制定され、申請受付は

7 月 10 日頃からの予定です。 

なお、先に着工した物件への遡及適用はできません。事前に認定を

受け、補助金交付決定を受けてから着工してください。 

 

Q1-7．事業の予算規模は？ 

 

A1-7．平成 24 年度の事業費（補助金の枠）は 10 億円です。災害

地優賃 250 戸分＋通常地優賃 300 戸分を想定しています。 

 

Q1-8．予算（予定戸数）は市町村別

に想定しているのですか？（市町

村ごとの枠はありますか？） 

 

A1-8．事業予算並びに予定戸数は全県を想定しており、特に地域を

限定していません。 

なお、市町村によって窓口対応状況に若干差が生じる場合がありま

すので、申請予定のある方は事前に市町村へご相談ください。 

 

Q1-9．募集はいつまでですか？決定

は先着順ですか？ 

 

A1-9．災害地優賃は H24～H25 の２年間、通常地優賃は H24～

H28 の５年間実施する予定です。 

 各年度ごと予算に応じて募集を行いますが、予算に達し次第受付を

終了することも想定されます。応募状況は逐次ホームページでお知

らせします。 

 なお、補助金決定は必ずしも先着順ではなく、申請書類の状況や市

町村の住宅政策上の重要性等も勘案し決定されますのでご了承く

ださい。 

 

Q1-10．住宅エコポイントと併用で

きますか？ 

 

A1-10．当事業には国の補助金も使われるため、同様の目的・基準

を持ち国の補助金が使われる他の制度は併用できません（住宅エコ

ポイント、サービス付き高齢者向け住宅等）。 

 

Q1-11．賃貸住宅でなく集合分譲住

宅の補助金はありませんか？ 

 

A1-11．当事業は賃貸住宅のみを対象としており、分譲住宅にご活

用いただける補助制度は現在のところありません。 

 

 

２ 補助対象について                                       

 

Q2-1．隣県に土地があるので地優賃

を建設しようと思います。補助対

象になりますか？ 

 

A2-1．当事業は岩手県が行う事業であり、岩手県内に建設等される

計画のみ対象です（隣県に建てる計画を当県で認定することができ

ません）。 

 

Q2-2．土地取得の費用は対象になり

ませんか？ 

 

A2-2．土地の取得に係る費用は含まれません。 

当事業で補助の対象となるのは、建設する場合の建設費用、改良す

る場合の改良費用（買取後改良の場合は買取相当の建設費と改良費
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の合計）です。それぞれの費用について費用項目が定められていま

す。 

 

Q2-3．対象となる建設費は消費税込

ですか？ 

 

A2-3．当事業において消費税額は対象となりませんので、これを除

いて申請してください。 

 

Q2-4．既存の賃貸住宅が震災でひび

割れたので修繕したいのですが補

助対象になりますか？ 

 

A2-4．地優賃には整備基準が定められており、既存住宅を改良する

場合これを満たす必要があります。また改良の場合は元の建築物が

安全上支障ないもの（原則竣工後 35 年以内（☞A3-5 参照））で

あることが求められます。 

これらの理由から単なる修繕は補助の対象になりません。ただし、

耐震改修等を含む全面的な改善を行う場合は対象となる可能性が

ありますので、県建築住宅課まで事前にご相談ください。 

 

Q2-5．戸建住宅の賃貸（いわゆる貸

家）は補助の対象ですか？ 

 

A2-5．当事業は共同住宅または長屋建てを対象としており、戸建住

宅は賃貸契約であっても対象になりません。 

 

Q2-6．入居する被災者に家賃補助は

出ませんか？ 

 

A2-6．岩手県における地優賃事業では家賃補助は実施しません。 

なお、家賃の額は近傍同種の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう

求めていますが、基本的には事業者の判断となります。 

 

Q2-7．補助対象となる建設費に上限

はありますか？ 

 

A2-7．補助対象となる工事費限度額は１戸あたり 1,000 万円です。 

 

Q2-8．同一団地の中に災害型と通常

型を併存させることはできます

か？ 

 

A2-8．一つの団地、一つの棟内に、災害型と通常型、さらに地優賃

として認定を受けない住戸を併存することも可能です。その場合、

対象費用は面積に応じ按分し、対象分のみにそれぞれの補助率を乗

ずることとなります。 

 

Q2-9．サービス付き高齢者向け住宅

とする場合、どのような手続きが

必要ですか？また、補助金は両方

受けられますか？ 

 

A2-9．賃貸住宅を地優賃でかつサービス付き高齢者向け住宅とする

ことは可能です。この場合、高齢者住まい法第 5 条の規定に基づく

サービス付き高齢者向け住宅としての登録を先に行ってください。 

なお、補助金については併用することはできません。どちらの制度

に補助金申請するか選択していただくこととなります。 

 

Q2-10．用途変更ありの改良の場

合、用途変更なしの場合のように

費用の積み上げが指定されていま

せんが、何の費用が対象となるの

でしょうか？ 

A2-10．用途変更を伴う改良の場合の対象額は、改良費用全般が対

象になります。 

ただし、補助金の執行という観点からその費用の中身についてはチ

ェックされますので、費用内訳等の提示をお願いします。 
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３ 整備基準について                                       

 

Q3-1．整備基準にある接道要件は、

都市計画区域外でも必要ですか？ 

 

A3-1．幅員４ｍ以上の道路に４ｍ以上接道、という規定は建築基準

法第 43 条の規定に似ていますが、同法では都市計画区域内に限る

こととされています。しかし地優賃制度では安全で快適な住環境の

確保という観点から、都市計画区域内外にかかわらず適切な道路へ

の接道をお願いします。 

 

Q3-2．高齢者向け施設なので必ずし

も車を所有しない入居者を想定し

ていますが、駐車場は戸数分確保

しなくてはなりませんか？ 

 

A3-2．駐車場及び駐輪場は、原則として各戸１台分のスペースを確

保してください。ただし、高齢者世帯を想定する等駐車場及び駐輪

場の台数を減じても支障ない要因がある場合は、供給計画申請に当

たりその旨を明示いただくこと等が考えられますので、事前にご相

談ください。 

 

Q3-3．敷地内の緑化３％には、屋根

上の緑化も含みますか？ 

 

A3-3．敷地内に３％以上必要な緑地とは、地盤面レベルでの植栽・

花壇等を想定しています（屋上緑化等は算定されません）。 

 

Q3-4．国整備基準第５条に児童遊園

等の基準がありますが、設けなけ

ればならないでしょうか？ 

 

A3-4．岩手県の地優賃制度は国整備基準にも拠りますが、当該規定

は県整備基準第 5 で、敷地規模に関わらず緑地 3％以上と定めてい

ます（国交省東北地整確認済）。 

Q3-5．省令準耐火構造でもよいです

か？ 

 

A3-5．建築基準法第２条第９号の２イに定める耐火構造または同条

第９号の３イ若しくはロに定める準耐火構造としてください。 

 

Q3-6．改良の場合、既存建物につい

ての条件はありますか？ 

 

A3-6．従前の建築物は原則として竣工後 35 年以内であることが求

められます。ただし、建築物の安全上特に支障のない場合はこの年

数に限りませんので、その旨を明らかにする資料（建築士による調

査結果等）を提示してください。 

 

Q3-7．玄関の防雪・防風施設の「必

要に応じて」とは？ 

 

A3-7．本県は寒冷であり、防雪・防風の施設は不可欠と考えられま

すが、設置の有無、仕様については事業者の判断となります。 

 

Q3-8．段差のない床には風呂、便所、

玄関も含まれますか？ 

 

A3-8．この場合の床は住戸内の床です。対象部分と除外部分につい

ては、高齢者等配慮対策等級３である加齢対応構造等のチェックリ

ストでご確認ください。 

 

Q3-9．手すりを設ける場所は階段だ

けでは駄目ですか？ 

A3-9．県整備基準では手すりは玄関、便所、浴室、共用廊下に設け

ることとしています。高齢者等配慮対策等級３基準の加齢対応構造
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 等チェックリストでご確認ください。 

 

Q3-10．高齢者向け住宅で水回りの

集約を計画できませんか？ 

 

A3-10．地優賃は各戸に台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納

設備が必要です。 

 

Q3-11．浴室はシャワー室でもよい

ですか？ 

 

A3-11．浴室には浴槽が必要です（国交省東北地整確認済）。 

 

Q3-12．台所と洗面設備は兼ねても

よいですか？ 

 

A3-12．台所と洗面設備とは求められる機能、設備が異なると考え

られるため、別々に設けてください（国交省東北地整確認済）。 

 

Q3-13．各住戸専用のバルコニーと

はどんなものですか？繋がってい

ても/小さくてもよいですか？ 

 

A3-13．各住戸に必要なバルコニー等とは、ベランダ、テラス等、

バルコニー同様の機能・形態を持つ空間が該当します。計画上バル

コニーが区切られていなくても、各住戸に十分な空間があれば可と

しますが、あまり狭小なもの（窓台やフラワーボックス程度のもの）

は不可とします。 

 

Q3-14．住戸の床面積 25 ㎡以上と

は芯々ですか、有効ですか？ 

 

A3-14．１住戸当たりの基準 25 ㎡以上とは、一般に建築で取り扱

う芯々の面積です。 

 なお、住戸に属するパイプスペースは小規模な場合は住戸の床面積

に含めますが、大規模な場合等は共用部分として扱うことも考えら

れます。 

 

Q3-15．省エネ等級４は住宅エコポ

イントの書類でよいですか？ 

 

A3-15．住宅エコポイントの省エネ基準はトップランナー基準、平

成 11 年基準であり、当事業と同じですが、どちらも省エネを要件

とする国の補助金事業のため、併用はできません。 

 

Ｑ3-16．建設では５戸以上必要です

が、土地が狭いので離れた２箇所

に４戸と２戸（合計で５戸以上）

でもよいですか？ 

 

Ａ3-16．建設する場合の戸数は原則５戸以上であり、１つの供給計

画は原則１つの敷地としますが、２以上の敷地でも既成市街地内で

敷地間が 500ｍ以内程度であり、一体の管理ができる場合はよい

こととしていますので、事前にご相談ください（県整備基準第２）。 

Q3-17．マニュアル等で、東日本大

震災津波浸水域は不可としていま

すが、２ｍ程度の浸水深だった所

に１階を非住居（店や駐車場）で

計画してもよいですか？ 

 

A3-17．県整備基準により、敷地は災害のおそれが多くないことと

しており、マニュアル等にはその一例として東日本大震災津波の浸

水域を挙げています。原則的には居住者の安全を鑑みてそのような

土地は避けていただき、浸水域で浸水深以下を高基礎や店舗・駐車

場等非住居としたものはやむを得ないと考えます。 

 なおその場合、地優賃でない部分の建設費は補助費用の対象外とな

ります。 
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Q3-18．災害のおそれの多い土地と

は、土砂災害警戒区域（レッドゾ

ーン）のことですか？ 

 

A3-18．土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域（レッドゾ

ーン）は、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）の中でも著しく危

害が生ずるおそれがある区域で、建築物の構造規制や移転勧告等が

行われます。 

地優賃には安全性、快適性等が求められますので、敷地の安全性は

レッドゾーンも含め、個々の実況に応じ判断されます。 

 

Q3-19．支障なく利用できる位置に

必要な利便施設の対象は？支障な

く利用できる位置とは？ 

 

A3-19．地優賃入居者の利便のため、支障なく利用できる位置に必

要な利便施設は、認定様式第２号計画概要表に記載されているもの

が該当します。これらの施設が、少なくとも自家用車で支障なく往

来できる位置に立地していることが必要です。 

 

Q3-20．団地内通路に設ける照明設

備の設置基準とは？ 

 

A3-20．団地の敷地が広い、通路の延長が長い、周辺建物からの明

かりが期待できない等、照明設備がないと通行に支障があると想定

される場合は設置してください。 

 

Q3-21．日照時間の算定方法は？ 

 

A3-21．冬至日照の必要時間は「概ね」であり、周辺の構造物等に

より判断されますので、付近見取図に周辺構造物を記載する（同類

の別図面や日影図等も可）等してください。 

 

 

４ 管理基準について                                       

 

Q4-1．災害地優賃に入れる被災者の

定義と判定方法は？ 

 

A4-1．災害地優賃の入居資格である被災者とは、東日本大震災によ

り以下の市町村内で住宅を滅失（全壊または解体を余儀なくされた

半壊）した方です。岩手県内では野田村・田野畑村・岩泉町・宮古

市・山田町・大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市・一関市が該

当し、その他県外は平成 24 年 2 月 22 日付け激甚法告示に指定す

る市町村が対象です。 

 判定方法は、市町村のり災証明書で確認することが想定されます。 

 

Q4-2．入居者資格要件はどのように

確認するのですか？ 

 

A4-2．補助金の対象者である事業者（管理者）の方には、入居者資

格の管理を主体的に行っていただきます。例えば被災者であればり

災証明書、子育て世帯や高齢者世帯であれば住民票等による年齢の

確認を行っていただくことが想定されます。 

なお、入居者が決まった際の報告（認定様式第 10 号）ではそれら

の写しを添付いただくよう記載しておりますので参考としてくだ

さい。 

 

Q4-3．入居資格の限定はずっと続く A4-3．地優賃は元来、民間賃貸住宅への入居が難しい世帯に対して
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のですか？ 

 

供給されることを想定しているため、入居者資格が限定されていま

す。 

災害地優賃は３か月以上被災者（☞A4-1 参照）が確保できないと

きと震災後３年経過した場合に、通常地優賃の資格者に緩和できま

すが、通常地優賃で資格者不在の場合、一般の方に入居いただくた

めには、振興局長または市長と国の承認を受け用途廃止する必要が

あります。 

なお、供給計画に記載した管理期間（10 年以上）を経過した後は

用途終了となり、入居者資格要件もなくなります（どなたでも入居

可）。 

 

Q4-4．被災者に限定せず入居させた

いのですが？（公募しても埋まら

なかった、退去して空家になった

等） 

 

A4-4．地優賃には入居者資格が定められており、災害地優賃は震災

後３年間は被災者（☞A4-1 参照）が原則で、その後は通常地優賃

と同じ資格者になります。通常地優賃の入居者は、月収 48 万 7 千

円以下の子育て世帯、高齢者世帯、障がい者等世帯等となります。 

なお、管理期間中に通常地優賃の入居資格者を廃止する場合は県・

国との協議及び承認が必要です。原則は 10 年以上地優賃として管

理をお願いします。 

また、無断で資格のない方を入居させた場合、補助金返還を求めら

れる場合がありますのでご注意ください。 

 

Q4-5．入居途中で入居資格がなくな

った世帯（子どもが成人した等）

は退去しなくてはなりませんか？ 

 

A4-5．入居者資格の要件は、入居の際に必要なものであり、入居後

に要件に適合しなくなっても居住を継続することは支障ありませ

ん（「特優賃の管理平成 23 年度版」）。 

これは、入居者が公募により募集され、申込み多数の場合に公正な

方法で選定されていることが前提です。 

 

Q4-6．入居者資格を満たしていれば

県外の人でも入居させてよいです

か？ 

 

A4-6．所定の入居者資格を満たしていれば、従前の住所が県外でも

支障ありません（☞A4-1参照）。 

 ただし、市町村の住宅政策により入居者の優先順位に協力を依頼す

る場合があります（地元市町村を優先等）ので事前に市町村にご相

談ください。 

 

Q4-7．復興支援で来ている建設業者

を入居させたいのですが？ 

 

A4-7．通常地優賃の入居資格者として、震災の影響により住宅が必

要な方を幅広に解釈できるよう検討中です。 

 

Q4-8．通常地優賃の入居者資格にあ

る地域住宅計画に定める世帯とは

何ですか？ 

 

A4-8．地方公共団体が公的賃貸住宅の整備にあたり国から交付金を

受ける場合、地域住宅計画を定めています。社会資本整備総合交付

金の創設に伴い、社会資本総合整備計画にこの地域住宅計画を位置

付けることが義務付けられており、現在県と市町村でその内容の修
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正について検討を進めています。具体的には、震災の影響により住

宅が必要な方を幅広に解釈できる内容とする予定です。 

 

Q4-9．入居者公募の方法に制約はあ

りますか？ 

 

A4-9．公募を行う１か月前まで（空家が生じての公募は事前に）届

出をしてください。公募方法は、新聞・テレビ・インターネット・

ラジオ・掲示・市町村広報紙から２以上の方法で行ってください。 

 

Q4-10．家賃に決まりはあります

か？ 

 

A4-10．家賃の額は近傍同種の賃貸住宅の家賃をお調べいただき、

均衡が取れるよう定めてください。 

なお、管理期間中に家賃を変更する場合は、10 日前までに届出が

必要です。 

 

Q4-11．入居者との賃貸借契約に制

限や指定はありますか？ 

 

A4-11．入居者との賃貸借契約は契約書（認定様式第 11 号）を標

準としてください。 

 なお、家賃等を受領する場合を除いて謝金等を受領することを賃貸

の条件とすることは禁じられています。 

 

Q4-12．入居者に入居審査を実施し

てもよいですか？ 

 

A4-12．入居者を決定するときに、申込みが多数の場合は、抽選等

公正な方法で選定してください。ただし、入居資格等に関して入居

者の不正を防止する必要もあると考えられます。 

 

 

５ 各種手続きについて                                      

 

Q5-1．事前相談は受けてもらえます

か？ 

 

A5-1．事前相談は疑問がある場合だけでなく、審査を円滑に行うた

めにもできるだけご活用ください。電話により日時をご指定のう

え、図面や管理計画の分かる資料をお持ちいただき県庁建築住宅課

までお越しください。県庁ではご不便な方は、最寄りの県振興局土

木部等や、市町村にてご相談ください。 

 なお、市町村では住宅政策等に関する協議がある場合がありますの

で、基本的に市町村とは事前相談を行ってください。 

 

Q5-2．申請窓口は？ 

 

A5-2．認定申請、補助金申請とも、また各種届出等も窓口は計画地

の市町村です。 

なお、当事業は県主体の事業であり、市に建設等する場合の認定を

市で行う以外は県振興局で行います。 

 

Q5-3．申請してから認定までどのく

らいかかりますか？ 

 

A5-3．審査日数には規定がありませんが、必要な審査内容から判断

して、1 週間～数週間程度と見込まれます。 

 スムーズな審査のため、事前相談を受けていただくことをお勧めし
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ます（☞A5-1 参照）。 

 

Q5-4．認定・交付決定後、いつまで

に着工する必要がありますか？ 

 

A5-4．補助金の取り扱い上、遅くとも決定を受けた年度内には着工

をお願いします。 

 

Q5-5．交付決定後建設を中止する場

合は？ 

A5-5．建設等を中止する場合は、中止（廃止）承認申請書（交付様

式第４号）の提出が必要です。 

 なお、補助金申請を取り下げる場合は、決定通知を受領してから

15 日以内に取下げ申出書（交付様式第７号）を提出してください。 

 

Q5-6．事業は年度末までに終わらな

ければならないと思いますが終了

とはどの時点をさしますか? 

 

A5-6．当事業においては認定・補助決定後建設等に着手していただ

き、竣工後完了検査を経て補助金交付となります。原則は年度末ま

でに補助金交付まで完了する必要があります。 

 

Q5-7．年度をまたぐ建設計画ですが

何か手続きが必要ですか？ 

 

A5-7．補助金事業は年度ごと執行されるものですので、年度をまた

ぐ計画の場合は事前に県庁建築住宅課までご相談ください。県で補

助金に係る予算の処理を行い、事業完了後まとめて年度明けに補助

金交付となります。 

 

Q5-8．供給計画の認定申請の他に必

要な手続きはありますか？ 

 

A5-8．当事業においては将来的な動向も踏まえ、次世代省エネ基準

（省エネ等級４）を満たすことを求めていますので、あらかじめ住

宅性能評価等を受け評価書等を添付していただく必要があります。 

 また、建築確認申請その他関係法令の届出、金融機関との融資手続

き等は別途行ってください。 

 

Q5-9．住宅性能評価書以外に省エネ

基準を証明する方法はあります

か？ 

 

A5-9．次世代省エネ基準（省エネ等級４）を示すものとしては、設

計（建設）住宅性能評価書のほか、長期優良住宅建築等計画認定通

知書、長期優良住宅建築等計画に係る技術審査適合証、エコポイン

ト対象住宅証明書（ただしエコポイント併用は不可）等が考えられ

ます。 

 

Q5-10．軽微な変更とはどんな程度

ですか？ 

 

A5-10．軽微な変更とは次のような場合です。 

 ①戸数の 1/5 未満の変更 

 ②事業着手または完了予定日の６か月以内の変更 

 ③補助金の交付決定額が変わらない変更 

この他、建築計画上の軽微な変更については個別にご相談くださ

い。 

 

Q5-11．都合により管理業者を変え

たいのですが？ 

A5-11．管理事業者を変更する場合は、あらかじめ振興局長または

市長に承認を申請（認定様式第 15 号）してください。 



－10－ 

  

Q5-12．定期報告では何を報告する

のですか？ 

 

A5-12．認定された事業者または管理事業者は、毎年度末に定期報

告を行っていただきます。認定様式第 14 号、14 号の２により、

各住戸が入居済か空家か、入居資格者の人数、空家の場合の公募状

況等について記入いただく様式となっています。 

 

 


